
様式第１号（第４条関係）

著作物使用許可申請書
　有限会社ユニオン

代表取締役　小松　計夫　様

（無償・有償）（新規・追加・変更）

いずれかに〇をしてください。

　年 月 日　

（申請者）〒

住所

電話番号・ＦＡＸ

法人名及び

代表者名

メールアドレス

担当者名

今後御社の管理に係る商品化権を以下の商品に使用したいので、その使用承諾を、

商品の見本とカラーコピーＡ４サイズ３部を添えて申請いたします。

記

１ 使用著作物の名称

２ 使用対象物件

３ 使用の主旨・目的

　＊添付書類　・デザイン、レイアウト、原稿、設計図等

・申請者の概要、現況を示すもの（初回申請のみ）・その他参考資料

（ 使 用 料 計 算 書 兼 請 求 書 ）

申 請 番 号 （                    )

著作物名 販売価格 数　量 料率 使用料金

円 ３％ 円

 円 ３％ 円

％

小　　計　　① 円

検数証紙 １円 　円

小　　計　　② 円

印

申 請 手 数 料 小　　計　　③ ２，０００円

合　計　①＋②＋③ 円

消 費 税 円

支 払 金 額 円



別表第１（第１２条、第２０条関係）

著作物使用料金の算出基準及び申請等費用

１　ロイヤルティ契約

分類 商品分類別基準単価 使用料金

A
一般商品の小売価格

（キャラクターを使用する制作物・その他）
単価×数量×３％

B 一般広告・立体モニュメント等→製作費の

３％

単価×数量×３％

C プリペイドカード 単価×数量×３％

D TV、雑誌、新聞広告 基準広告料×３％

E

印刷物→製作費の３％

（カタログ、パンフレット、包装紙、紙袋、

　ポスター、カレンダー、シール等）

単価×数量×３％

上記料金の他に別途消費税が必要です。

２　一種一業者契約　　契約業者の権利と保護を目的とする。

３　申請及び報告手数料料　　１件につき ２，０００円（税抜）とする。
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